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学校いじめ防止基本方針 

知立市立知立西小学校 
１ いじめ防止に対する基本理念 
・大人一人一人が「いじめは絶対許されない」「いじめは卑劣な行為である」「いじめはどの

子どもにも、どの学校でも起こりうる」との意識をもち、それぞれの役割と責任を自覚し

なければならない。 
・全ての児童が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学

校の内外を問わずいじめが行われなくなるように、全職員で取り組む。 
・「いじめは、いじめた方が悪い」という認識に立ち、どんな理由があれいじめることは許さ

れないことを徹底する。 
・「いじめを見て何もしないことは、いじめをしていると同じである」という共通理解のもと

児童を取り巻く健全な環境づくりを推進する。 
 
２ いじめ防止対策のための組織と指導体制 
 （１）組織設置の目的 
  「いじめの早期発見」、「いじめ防止」、「いじめへの対処」を行うために、いじめ・不登校

対策委員会を設置する。校長を中心に全職員の協力体制を確立し、市教委をはじめ関係

諸機関と連携し、いじめ対策を推進する。 
 
 （２）組織構成員について 
   校長、教頭、教務主任、校務主任、学年主任、生徒指導主事、保健主事、養護教諭で組

織し、関係する職員及び学級担任、SC、心の相談員、学校評議員（人権擁護委員）、愛知

県刈谷児童相談センターと連携して行う。 
 
 （３）組織の役割 
   ・具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正 
   ・いじめの相談や通報の窓口 
   ・いじめの情報や児童の問題行動等に係る情報の収集や記録、情報の共有化 
   ・いじめに関する情報があったときは、緊急のいじめ・不登校対策委員会を開設 

・いじめの情報の迅速な共有と、関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の 
体制や対応の方針を決定 

・関係保護者との連携や対応の組織的な推進 
・いじめの取り組みの検証や計画の見直しを、ＰＤＣＡサイクルで検証 

 
 （４）学校におけるいじめの防止等に関する措置 
   ①「いじめの防止」（未然防止） 

・わかる授業の実践 
・授業でのコミュニケーション能力の育成 
・児童一人一人が存在感を感じる魅力ある学級・学校づくり 
・心の居場所づくり 
・「心の相談員」「スクールカウンセラー」の活用 
・あいさつをはじめとする基本的な生活習慣の指導 
・落ち着いた環境づくり 
・事例研究会等の実施 
・家庭・地域（太陽サポート見守り隊など）との連携 



②「早期発見」 
    ・年間２回のなやみアンケート調査と教育相談の実施 

・学級担任及び関係職員による児童の日常の行動（小さな変化）等の観察 
・児童の欠席・遅刻・早退等の把握と情報交換 
・保護者との連絡帳や電話、直接対話による情報交換 

     ・個人懇談会等の機会の活用 
   ③「いじめに対する措置」（早期対応） 
    ・いじめの発見、通報を受けた場合、いじめ・不登校対策委員会を直ちに設置 
    ・いじめを受けた児童の安全確保 
    ・いじめを受けた児童といじめに関わった児童からの事情聴取、事実の確認 
    ・いじめの情報を共有した上での組織的な対応・指導 
    ・知立市教育委員会への報告・相談 
    ・いじめられた児童の保護者への連絡・相談・支援・助言 
    ・いじめた児童の保護者への連絡・相談・支援・助言 
    ・必要に応じた関係機関との連携 
    ・いじめられた児童、または、その保護者への支援 

・職員会での情報の共有 
  
（５）ネットいじめへの対応 

    ・情報モラル教育の推進 
    ・情報モラルの教員研修でネットいじめの現状等についての研修会の実施 
    ・保護者へのネットいじめ防止の啓発 
    ・特に「LINE」についてのいじめ防止のため、児童や保護者からの情報収集 

・重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに知立市教育委員会、所轄警察署や

外部専門機関等へ通報し、援助の要請 
  
３ 重大事態への対処について 

【重大事態】 
・児童の生命、心身または財産に重大な被害を生じた疑いがあると認める場合 
・いじめにより学校に在籍する児童が相当の期間、学校を欠席することを余儀なく 
されている疑いがあると認められる場合 

【重大事態への対処】 
・知立市教育委員会への速やかな報告・連携 
・知立市教育委員会と協議の上、対処のための組織の設置 
・明確な事実関係把握のための調査 
・いじめを受けた児童及び保護者、いじめに関わった児童と保護者に対する必要な情 
報の提供、相談、助言 

・所轄警察署や外部専門機関等への通報と援助の要請 
・児童や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援 

 
４ 学校の取組に対する検証・見直し 
（１） 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については、ＰＤＣＡサイ

クル（ＰＬＡＮ→ＤＯ→ＣＨＥＣＫ→ＡＣＴＩＯＮ）で見直し、実効性のある取組と

なるよう、努める。 
（２） いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者への学校評価アン

ケートを実施し、いじめ・不登校対策委員会でいじめに関する取組の検証を行う。 



＜取組の年間計画＞ 
 「いじめ・不登校対策委員会」 未然防止の取組 早期発見の取組 保護者・地域との連携 

４
月 

 
Ｐ 
 
 
 
 
Ｄ 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
Ａ 
 
 
Ｐ 
 
 
Ｄ 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
 
Ｐ 
へ 
 

○「学校いじめ基本方針」
の内容の確認 

○心の相談員・ＳＣに
よる教育相談の児
童・保護者への周知 

○学級開き、学年開き 
○「むすびあい教室だ
より」の紹介 

○歓迎集会（１年） 

○身体測定 ○授業参観 
○学校ホームページへの 
掲載（改訂版） 

５
月 

○「学校いじめ基本方針」
についての説明（全校
集会） 

  ○個人懇談会（希望制） 
 

６
月 

 ○なかよし活動開始
（年８回） 

○福祉実践教室（５・
６年） 

 

○なやみアンケー
トの実施と担任
による教育相談 

○学校評議員会、太陽サポ
ート見守り隊情報交換
会で「いじめ不登校の取
組及び教育相談」の周知 

○民生児童委員会 
○授業参観 
 

７
月 

 ○スマホネット安全 
教育（情報モラル指 
導） 

 ○個人懇談会 
 

８
月 

○現職研修（児童理解と
学級づくり） 

○現職研修（児童理解
と学級づくり） 

  

９
月 

  
 

○身体測定  

10
月 

 ○運動会（仲間づく
り） 

 ○運動会 

11
月 

 ○小学校音楽会（仲間
づくり） 

○いのちの授業（４
年） 

○なやみアンケー
トの実施と担任
による教育相談 

○授業参観 
○「学校評価アンケート」 
の実施（児童・保護者・ 
職員・地域の方） 

12
月 

 ○人権週間（人権集
会・講話・道徳授業） 

 ○個人懇談会 

１
月 

○「取組評価アンケート」
検証（全職員） 

 ○身体測定  

２
月 

 ○感謝の会 
○なかよしお別れラ
ンチ 

 ○一斉道徳授業参観 
○学校評議員・太陽サポー
ト見守り隊の方との情
報交換会 

○学校関係者評価委員会
でアンケート結果につ
いて評価 

 

３
月 

○学校関係者評価委員会
での評価を参考、「基本
方針」の見直し 

○卒業生を送る会 
 

  

通
年 

○対策委員会・学年会で
いじめ等に関する情報
の収集、支援の検討、
欠席数の把握（毎月） 

○職員会での児童に関す
る情報交換会（毎月） 

○教員研修（随時） 

○校長講話 
○なかよし活動 
○道徳教育 
○フリートーク 
○分かる授業 

○毎日の健康観察 
○担任（職員）の児
童観察 

○担任（職員）によ
る情報収集と教
育相談（随時） 

○学校新聞「たいよう」の
発行で学校の教育活動
情報発信（毎月） 

○学校ホームページで学
校の教育活動情報発信
（随時） 

※いじめが発生した場合の対応については、関係する職員で共通理解を図りながら、対応していく。 


